
 
  

 

  

健康保険・厚生年金に入るメリットは？ 

○ 保険料の半分は会社が負担します  

・健康保険や厚生年金の保険料は、会社と被保険者が半分ずつ負担します。 

・被扶養者の方については保険料の負担がありません。 

（モデルケース） 月収 200,000 円、4 人世帯の場合【月額】 

国民健康保険（全額自己負担） 健康保険（半分会社負担） 

夫（世帯主）と妻、子２人 
被保険者 

（夫） 

被扶養者 

（妻、子 2 人） 
合計 

21,300円/月 

（２割軽減） 

9,840 円/月 

（19,680 円） 
０円 

9,840 円/月

（19,680 円） 

※ 国民健康保険料（税）額に介護分は含みません。健康保険料のかっこ内は事業主が負担する

分と合わせた金額になります（協会けんぽで東京の場合）。 

○ 医療保険（健康保険）の給付が充実  

・健康保険に加入すると、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合でも、所得保

障として給与の３分の 2 程度が支給されます(傷病手当金、出産手当金)。 
 

○ 老齢年金の金額が増えます   

（モデルケース） 月収 200,000 円の場合 

保険料負担（１月当たり） 年金給付の増加額（１年当たり） 

健康保険 厚生年金 合計 １年加入 20 年加入 40 年加入 

9,840 円 18,300 円 28,140 円 12,300 円 246,300 円 492,500 円 

※金額は概数であり、実際の金額とは異なります。年金給付の増加額とは、厚生年金に加入

した場合に増える、報酬比例給付の額を指します。 

○ 障害年金の給付が充実  

・厚生年金に加入すると、障害状態と認定された場合、基礎年金に加えて報酬比例給付による

保障を受けることができます。 

また、国民年金（基礎年金）では対象とならない程度の障害状態と認定された場合であって

も、障害等級３級の障害厚生年金や障害手当金が支給される場合があります。 

○ 遺族年金の給付が充実  

・国民年金の場合、加入者が万一お亡くなりになると、一定の要件を満たした場合、遺族に遺

族基礎年金が支給されますが、原則として子どもが１８歳になるまでの間に限られます。 

・厚生年金に加入すると、一定の要件を満たした場合、亡くなられた方の配偶者は、子どもの

有無に関わらず報酬比例による保障を受けることができます。 
  

厚生年金に加入すると、基礎年金のほかに報酬比例

給付による保障があるので、支給額が増えます。 

健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう 

会社等にお勤めの方へのご案内 



健康保険・厚生年金に加入しなければならない会社は？ 

◆次の事業所は、健康保険・厚生年金への加入が法律で義務づけられています。 

 

 

 

 

※５人以上の従業員が働いている個人の経営する事業所であってもサービス業の一部（飲食業、理美容業、娯

楽業等）、農林業などの事業所は加入が義務ではありません。 

※ただし、一定の条件を満たせば健康保険・厚生年金に加入することができます（任意適用事業所）。 

 

どのような働き方だと健康保険・厚生年金に加入しなければならないの？ 

◆健康保険・厚生年金への加入が義務づけられている会社（事業所）にお勤めになって

いて 2 月を超える雇用の見込みがあり、次の①または②のいずれかに該当する方は、

加入していただく必要があります。 

※厚生年金は、原則７０歳未満の方が加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、最寄りの年金事務所に相談してみましょう。 

法人が経営する 

事業所すべて 

 

①１週間の所定労働時間と１月間の所定労働日数がフル

タイムの労働者の４分の３以上である場合 

（例：フルタイムの労働者が週 40 時間働いている場合

に週 30時間以上働いている方） 

②１週間の所定労働時間又は１月間の所定労働日数がフ

ルタイムの労働者の４分の３未満であっても、以下の

４つの要件を全て満たす場合 

(a)１週間の所定労働時間が２０時間以上 

(b)月額賃金が８．８万円以上 

(c)学生ではない 

(d)従業員１０１人以上の会社に勤務 

(2024 年 10月からは 51人以上) 
 

 

加入の要件を満たしてい

ます。 

すぐに年金事務所に相談

しましょう。 

個人が経営する 

事業所 
（常時５人以上の従業員が働いている） 

 

留萌年金事務所 厚生年金適用徴収課 

連絡先：（0164）42-7211（自動案内：３番→２番） 

会社（事業所） 


